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「ＤＸ」を積極的に推進…

多くの感動とドラマがあった１７日間の東京オリンピックが終わり、連休明

けの火曜日です。コロナや熱中症に気をつけながら、アスリートからいただい

たパワーを生かしこの８月を充実した月にしていきたいものですね。

ところで、巷では、「ＤＸ」という言葉を耳にしない日は皆無といっていい

ほどです。皆さんの職場では、このＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

は進んでいますか？

ＤＸとは、「ＩＴの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良くさせるとい

う考え方」という意味と理解しています。

最近読んだ本からです。

これがＤＸステップアップ例のようです。この事例は、導入するには費用は

ほとんど掛からないので、今日･明日からでも可能です。ＤＸで重要なことは、

どのツールを使うかよりも、そのツールをどのように運用し、活用して事業を

発展させるか、社員間のコミュニケーションをとることのようです。そのため

にも、「当社はどうしてＤＸを行う必要があるか？」を全員が納得するまでし

っかり話しあうことが重要です。
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中小企業は、課題だらけです。

・人材不足

・事業承継

・日々の資金繰り 等々。

これらの課題等をＤＸをすすめることによって解決または軽減することはた

くさんあるようです。

いずれにしても、ＤＸに取り組まないことが失敗・・・・・ＤＸの失敗とい

うよりも、事業そのものの失敗ということにもなりかねません。

中小企業の経営者は､現場の業務等に追われ自社のことを知らないケースも

まれに見受けられます。

「誰がどんな仕事をしていますか？」

「先月の売上は把握していますか？」

「経費はどうですか？」

「来月の目標は？」

等々の質問に、意外とパッと答えられないケースも。

当社は、ＤＸを積極的に取り組み、クライアントであるお客様企業に役立つ

支援を鋭意取組中です。

せっかくのデータを経営戦略に活用するためには、並んだ数字を見るだけで

はなく、

「この数字が意味することは何か？」

「ここに出てくるまでにどんな経緯があったのか？」

「この数字とあの数字とは因果関係があるのでは？」

といったように、さまざまな角度から検証し、数字の奥底にあるものを読み解

き、会社を変革（トランスフォーメーション）することを提案し、サポートし

ていく所存です。

お客様企業の永続・発展のために、お客様に寄り添いながら・・・。

税理士 山 口 昇

今月のひと言発言は、当事務所のホームページ（http://www.yamanobo-zeiris

hi.jp/）に毎日更新中のコーナー「所長のひとりごと」）の８月１０日掲載の

ものです。
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税 務

Ｍ＆Ａ業者の登録制度導入

経済産業省は2021年度中にも、中小事業者を対象とするＭ＆Ａ(合併・買収)

仲介業者の登録制度を開始する予定です。経営者の高齢化でＭ＆Ａの潜在的な

ニーズが高まる一方、有識者会議では仲介業者の品質面が疑問視されています。

登録制度を設けて国が信頼性を担保することにより、中小事業者が事業承継に

取り組みやすい環境づくりを目指しています。

中小企業のＭ＆Ａは年間3,000～4,000件程度実施されています。また経営者

の高齢化や後継者不足を背景に、潜在的に譲渡側となり得る事業者の数は約60

万者に上ると試算されており、うち事業承継や廃業に伴う経営資源の引き継ぎ

を目的とするものは85.5％を占めるといわれています。ところが実際には後継

者が見つからないなどの理由で廃業に至っているケースが多く、民間調査会社

である東京商工リサーチの調べによると20年には49,698者が廃業を選択してい

ます。

中小事業者が廃業を選択することにより、ノウハウや人材などの有機的に結

合した経営資源が散逸してしまう可能性が指摘されています。それを防ぐため、

Ｍ＆Ａに取り組みやすい環境を整備する必要があり、21年度中にも中小事業者

のＭ＆Ａを手掛ける商工団体や士業、Ｍ＆Ａ専門業者など仲介業者の登録制度

を開始する予定です。まずは仲介サービス利用時にかかる費用などに最大400

万円を補助する「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」の支給条件として登

録機関の利用を求める方針となっています。

仲介業者の数が増える一方で「十分な知見・ノウハウ等を有しないＭ＆Ａ支

援機関の参入も懸念されつつある」との指摘もあがっています。

Ｍ＆Ａについて気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

担当：堀 内 勇 一
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経営支援

視点・視野・視座 

今号ではビジネスに必要な「視点・視野・視座」についてお話しさせていただきます。 

視点とは「どこを見ているのか？」ということです。会社の業績の話を例にあげると、売

り上げ、利益、商品、業務、組織など、経営を様々な視点で見ることができるでしょう。 

視野とは「どこまでを見ているのか？」という、見る範囲もしくは見えている範囲をいい

ます。今期だけを見るか長期的に見るか、部門別で見るか経営全体で見るか…。見えている

範囲は狭くとも、なるべく広い視野で物事を見ることが大切と言えるでしょう。 

視座とは「どこから見ているのか？」ということです。見る位置が変われば、視点や視野

も変わってきます。現場の人間は細かい状況まで見えているでしょうし、経営者は高い所か

ら全体を俯瞰的に見ることが求められるかと思います。 

ここで、ポイントとなるのは視座が変れば視点や視野も変わるということです。例えば、

地上にいる人が見えるものや見える範囲と１０階建てのビルの屋上から見えるそれらには

違いがあります。さらに言えば、弥彦山から見える景色と飛行機に乗って見える景色も違う

でしょう。 

自分自身がどういう立ち位置であろうと、様々な視座に立ち、自分と違う視座にいる人達

が何を見てどう考えているのか想像することが大切ですね。 

   担当 ： 村山 由実子 
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相 続

今知っておきたい相続の話

その２２『個人事業を生前に引き継ぐメリット』

＜Ａ＞

●相続が発生してから事業を引き継ぐ場合

今、仮に相続が発生したとすると、個人事業主であるお父様はその死亡に

より事業を廃業となり、その日から事業を専従者であるご長男が引き継ぐ場

合、新規事業の開業という形になります。

そして、上記財産の相続は、お母様とご長男が法定相続人となるため、遺

言がない場合はその２人で誰が何を相続するかを協議して相続することとな

ります。

１．相続税について

法定相続人がお２人ですので､相続税の基礎控除は4,200万円で、相続財

＜Ｑ＞

私は個人事業として長年飲食店を営んでいます（年間売上は１２００万円

ほどです）。高齢になったので、専従者である長男に事業を引き継いでもら

おうと考えています。

個人事業を「生前に引き継ぐ場合」と「相続で引き継ぐ場合」のメリット

デメリット等をお教えてください。

私ども夫婦には、子供は長男１人。私の現在の財産は、おおむね次の通り

です。

預貯金 3,000万円

土地建物 3,000万円

事業用備品 200万円

計 6,200万円
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産の6,200万円から4,200万円を差し引いた2,000万円に対して相続税がか

かり、相続が発生してから10ヶ月以内に申告と納税が必要となります。

この場合の相続税の総額は200万円となり、この200万円を6,200万円の

相続財産を相続した金額の割合によって負担することとなりますが、奥様

の場合は配偶者の税額軽減が適用され、納税はゼロとなります。

相続財産 6,200万円

基礎控除 ▲4,200万円

課税遺産総額 2,000万円

相続税の総額 200万円

仮に6,200万円の相続財産をお母様とご長男で3,100万円ずつ相続した場合の税

額は下記のとおりとなります。

お母様の相続税 0円（100万円ですが配偶者の税額軽減適用で0円）

ご長男の相続税 100万円

計 100万円

２．所得税について

なお、所得税の申告は、亡くなった日を事業の廃業の日とするため、そ

の日で決算を実施し1月1日からその亡くなった日までの数ヶ月間の事業所

得の計算と所得税の計算を行い納付税額が発生する場合は相続開始の翌日

から４ヶ月以内に確定申告と納税を行う必要があります（その税額は相続

財産からマイナスすることとなります）。

ご長男は、事業を引き継いだ日からその年の12月31日までの所得を計算

して申告することとなります。

３．消費税について

相続があった場合の消費税の納税義務の判定については、基準期間にお

ける被相続人の課税売上高により判断します。

お父様の事業の年間売上が毎年1,200万円ほどとのことですので、新規

に開業するご長男はお父さまの事業を継続しているものとみなされ、お父

様の基準期間の売上で判断されるため、初年度から消費税の納税義務が生

じることとなります。
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●あらかじめ生前に事業を承継する場合

１．所得税について

事業を引き継ぐタイミングですが、その年の12月31日をその引き継ぎ日

とすると、年の中途でもう１回決算する必要がないので比較的スムーズに

行うことができます。

２．消費税について

ご長男の消費税の申告については、新規開業ということとなりますので、

相続で事業を引き継いだ場合と異なり、基準期間（２年前の売上）がゼロ

ですので、開業１年目と２年目（２年目は一定の条件があります）の消費

税は免税となり、設備投資など、多額の課税仕入れが生じることがなけれ

ば、一般的には消費税の納税がない分、相続での承継と比べ有利といえる

でしょう。

３．相続税について

相続はお父さんが亡くなった際に発生しますので、事業引継時には店舗

等の不動産はお父様から使用貸借で無償で借りて利用し、相続が発生した

場合にお母様と協議して相続する形となります。

＜有利不利＞

お尋ねについてのまとめですが、個人事業の事業承継は、適宜のタイミン

グで生前に行うことで、所得税の申告の手間が省略され、また、消費税も免

税となる等メリットがあります。

当然ですが、事業経営という観点からも、親から子への事業の引き継ぎが、

「計画的に伝えながら引き継ぐ」ということが、より可能となり望ましい形

と考えます。

相続についても、生前に計画的な対策を行うことができるのであらかじめ

シュミレーション等を行いながら、年間110万円まで認められている暦年贈

与枠を使って相続財産の圧縮を図ることも可能となると思われます。

詳しくは、当社までお気軽にご相談ください。

相談は無料です。
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給与事務効率化のご案内

①PX法定調書作成システム

②TKC電子納税かんたんキット

TKCシステムまいサポート③PXまいポータル

報酬・料金や不動産の使用料など法定調書データをいつでも入力することが
出来ます。法定調書や、給与支払報告書を電子申告することも出来ます。

給与計算ソフトとインターネットバンキングが連動し、毎月の源泉所得税
が行えるようになります。銀行窓口へ行かずとも、納付書を

手書きせずとも納付することが出来ます。

（１）給与明細WEB配布

（２）扶養控除申告書等のWEB回収
給与明細をペーパレスに！

年末調整業務を効率的に！

TKCのシステムに関するすべてのご質問に
お応えします！IP電話かメールでお問い合
わせいただき、スピーディに解決します！
画面共有でさらに安心です。

TKCカスタマーサポートサービス
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経営者のための生命保険講座第２０５回

今回は、三大疾病保険・特定疾病保険についてご紹介いたします。
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担当：伊 藤 寛 峻

上記はあくまで一例です。保険会社各社、様々な特徴を持った商品があります

ので、気になること等ございましたら、弊社までご相談ください。

ご自身、ご家族、会社を守るためのリスク管理を、ご一緒に考えさせていただ

ければと思います
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● 相続無料相談会 当事務所 ２階 研修室

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30

赤は山口会計の休業日

８　月 ９　月

◆◇　山口会計営業カレンダー　◇◆

◆◇　事務所からの

お知らせ　◆◇

※事前にご予約ください

（毎週土曜日 9:00～15:00） 開催日程とご都合があわない場
合は、日程を調整のうえ、対応
させていただきます。

夏期休業のご案内

当事務所は、夏期休業のため下記日程を休業させていただきます。

何卒ご了承賜りますようお願い申しあげます。

記

８月１３日（金）～８月１７日（火）
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発行　税理士法人 山口会計パートナーズ

加茂市旭町１５番３０号　TEL　0256-52-6869　FAX　0256-52-1674

http://www.yamanobo-zeirishi.jp/　　　e-mail:yn@tkcnf.or.jp

チラシ折り込みます

お客様の広告チラシ等がございましたら、みどり通信発送先、すべてに無料
で同封いたします。お気軽にお申し付けください。
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